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(57)【要約】
【課題】音量によって周囲に注目させない一方で、遊技
の興趣を損なわないようにする遊技機を提供する。
【解決手段】有利状態への移行が決定されないゲームが
５００ゲーム以上継続していないとき（特定条件が成立
していないとき）には、遊技者によって設定された設定
音量（音量４）でファンファーレを出力し、有利状態へ
の移行が決定されないゲームが５００ゲーム以上継続し
ているとき（特定条件が成立しているとき）には、遊技
者によって設定された設定音量に関わらず、周囲で聞こ
えにくくなるように予め定められた所定音量（音量２）
でファンファーレを出力する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　音を出力する音出力手段と、
　前記音出力手段における音を調整するために操作される調整操作手段とを備え、
　前記音出力手段は、
　　遊技履歴に基づいて特定条件が成立していないときには、前記調整操作手段によって
調整された音で遊技者に有利となるか否かを報知する演出に関連する特定音を出力し、
　　前記特定条件が成立しているときには、前記調整操作手段によって調整された音に関
わらず、周囲で聞こえにくくなるように前記特定音を出力する、遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技を行うことが可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、所定の賭数を設定し、スタート操作が行われたことに基づいて、複数種
類の識別情報の可変表示が行われるスロットマシンや、遊技球などの遊技媒体を発射装置
によって遊技領域に発射し、該遊技領域に設けられている入賞口などの始動領域に遊技媒
体が入賞したときに複数種類の識別情報の可変表示が行われるパチンコ遊技機などがある
。
【０００３】
　このような遊技機として、遊技機から出力される音の音量が大きすぎて隣接する遊技機
の遊技者に迷惑をかけないように、隣接する遊技機で遊技者が遊技をしていることが検出
された場合に本遊技機の音量を低下させるものがあった（たとえば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－０８３３６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の遊技機の場合、隣接する遊技機で遊技をしている遊技者が
いる場合に、遊技機の音量を低下させることで、周囲に注目させないようにすることがで
きる反面、遊技の状況とは無関係に常に遊技機の音量を低下させるため、遊技の興趣を損
ねるという問題があった。
【０００６】
　この発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、音量によって周
囲に注目させない一方で、遊技の興趣を損なわないようにする遊技機を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）　遊技を行うことが可能な遊技機（たとえば、スロットマシンやパチンコ遊技機
で例示される遊技機１）であって、
　音を出力する音出力手段（たとえば、スピーカ５３）と、
　前記音出力手段における音を調整するために操作される調整操作手段（たとえば、設定
スイッチ５６、十字キー５７）とを備え、
　前記音出力手段は、
　　遊技履歴に基づいて特定条件（たとえば、有利状態への移行が決定されないゲームが
５００ゲーム以上継続）が成立していないときには、前記調整操作手段によって調整され
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た音（たとえば、遊技者によって設定された設定音量）で遊技者に有利となるか否かを報
知する演出に関連する特定音（たとえば、ファンファーレ）を出力し（たとえば、図２（
ａ）のｔ１に示すように、有利状態への移行が決定されないゲームが５００ゲーム以上継
続していないときには、遊技者によって設定された設定音量でファンファーレを出力する
）、
　　前記特定条件が成立しているときには、前記調整操作手段によって調整された音に関
わらず、周囲で聞こえにくくなるように前記特定音を出力する（たとえば、図２（ａ）の
ｔ４に示すように、有利状態への移行が決定されないゲームが５００ゲーム以上継続して
いるときには、遊技者によって設定された設定音量に関わらず、周囲で聞こえにくくなる
ように予め定められた所定音量でファンファーレを出力する）。
【０００８】
　（２）　上記（１）の遊技機において、
　前記特定条件は、遊技者にとって不利な事象（たとえば、図２（ａ）のｔ３に示すよう
に、有利状態への移行が決定されないゲームが５００ゲーム以上継続したこと）が発生す
ることである。
【０００９】
　（３）　上記（１）または（２）の遊技機において、
　前記特定条件は、遊技者にとって有利な事象（たとえば、図２（ｂ）のｔ７に示すよう
に、短期間（直近の５００ゲーム内）で有利状態への制御が４回以上発生したこと）が発
生することである。
【００１０】
　（４）　上記（１）～（３）のいずれかの遊技機において、
　遊技履歴を記憶する記憶手段（たとえば、サブ制御部９１の記憶領域）と、
　遊技の終了に基づく所定条件（たとえば、パスワード入力、２次元コード出力、デモ状
態が所定期間継続、日跨ぎの電断）が成立したときに、前記記憶手段に記憶された遊技履
歴を初期化する初期化手段（たとえば、図３のｔ２，ｔ３，ｔ４，ｔ５に示すように、パ
スワードが入力されるなどの条件が成立したときに、遊技履歴を初期化する）とをさらに
備える。
【００１１】
　（５）　上記（１）～（４）のいずれかの遊技機において、
　前記音出力手段は、
　　遊技の進行に応じて所定音（たとえば、ＢＧＭなどの通常音）を出力し、
　　前記特定条件が成立しているか否かに関わらず、前記調整操作手段によって調整され
た音で前記所定音を出力する（たとえば、図２に示すように、特定条件が成立しているか
否かに関わらず、設定スイッチ５６および十字キー５７によって設定された設定音量で通
常音を出力する）。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１（Ａ）は、本実施形態に係る遊技機の主な内部構成の一例を示す図であり、
図１（Ｂ）は、本実施形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】特定条件と音量との関係を説明するためのタイミングチャートである。
【図３】遊技履歴の初期化を説明するためのタイミングチャートである。
【図４】チャンネルごとの出力音と音量との関係を説明するための図である。
【図５】サブ制御部が音声出力回路に送信するコマンドを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明に係る遊技機１を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。
【００１４】
　［遊技機１の主な内部構成］
　図１（Ａ）は、本実施形態に係る遊技機の主な内部構成の一例を示す図である。遊技機
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１は、たとえば、スロットマシンやパチンコ遊技機である。遊技機１には、図示しない遊
技制御基板と、演出制御基板９０とが設けられている。遊技制御基板には、遊技の進行を
制御するメイン制御部４１が搭載されている。演出制御基板９０には、演出を制御するサ
ブ制御部９１および音声出力回路９４が搭載されている。
【００１５】
　メイン制御部４１には、操作部７が接続されている。遊技機１は、遊技者による操作部
７の操作により、遊技を行うことが可能となる。遊技機１がスロットマシンである場合に
は、操作部７は、賭数を設定可能な賭数設定ボタン、リールを回転開始するためのスター
トスイッチ、リールを停止させるためのストップスイッチなどである。また、遊技機１が
パチンコ遊技機の場合には、遊技玉を発射するための打球操作ハンドルである。
【００１６】
　メイン制御部４１は、遊技の進行に応じて、各種コマンドを出力する。サブ制御部９１
は、メイン制御部４１から出力されたコマンドの制御情報に基づいて演出の制御を行うと
ともに、演出制御基板９０に搭載された音声出力回路９４を制御する。演出は、たとえば
、液晶表示器５１、スピーカ５３などを用いて行われる。また、サブ制御部９１には、音
量設定などを行うための設定スイッチ５６、十字キー５７が接続されている。
【００１７】
　図１（Ｂ）は、遊技機の正面図である。遊技者の操作部７の操作によって遊技が開始し
た後、遊技の結果に応じて遊技者にとって有利な有利状態に移行可能である。遊技機１が
スロットマシンである場合には、リールの停止により導出された図柄に応じて有利状態へ
移行する。また、遊技機１がパチンコ遊技機の場合には、遊技球が始動入賞口へ入賞する
ことにより図柄の変動表示を開始し、変動表示が終了して導出された図柄に応じて有利状
態へ移行する。
【００１８】
　有利状態は、たとえば、スロットマシンにおいては、小役の当選確率が向上するボーナ
ス、あるいは、遊技者にとって有利な操作手順を報知してナビが行われるＡＴなどである
。また、パチンコ遊技機においては、遊技者にとって有利なラウンド遊技を所定回数実行
可能となる大当り遊技状態である。
【００１９】
　本実施の形態では、サブ制御部９１は、図示しないＲＡＭ（Random access memory）な
どの所定の記憶領域に遊技履歴を記憶する。遊技履歴は、遊技の進行に応じて蓄積される
遊技に関するデータである。たとえば、遊技履歴には、実行された総ゲーム数、有利状態
へ制御された回数、有利状態への移行が決定されなかったゲームの継続数（所謂はまりゲ
ーム数）などである。なお、後述するように、遊技履歴は初期化され得る。
【００２０】
　本実施の形態では、遊技を行っていないときに設定スイッチ５６が操作された場合に、
液晶表示器５１にメニュー画面（図示なし）が表示される。メニュー画面からは、たとえ
ば、音量設定画面、携帯連動遊技モード用の画面などが選択可能である。携帯連動遊技モ
ード用の画面としては、パスワード発行画面、パスワード入力画面、２次元コード出力画
面などがある。
【００２１】
　遊技者は、音量設定画面において、設定スイッチ５６および十字キー５７を操作するこ
とで、音量を設定することができる。ここで、音量設定時に操作される設定スイッチ５６
および十字キー５７は、音を調整するために操作される調整操作手段の一例である。調整
操作手段によって調整される「音」としては、「音量」と「音質」との両方またはいずれ
か一方が含まれる。本実施の形態では、遊技者は、十字キー５７で音量５（最大音量）～
音量０（消音）の６段階の音量のいずれかを選択可能であり、設定スイッチ５６で、選択
した音量を設定音量として設定することができる。
【００２２】
　［特定条件と音量との関係］
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　本実施の形態において、サブ制御部９１は、遊技履歴に基づいて特定条件が成立したか
否かを判定する。特定条件には、遊技者にとって不利な事象が発生する特定条件と、遊技
者にとって有利な事象が発生する特定条件とがある。
【００２３】
　たとえば、遊技者にとって不利な事象が発生する特定条件は、有利状態への移行が決定
されないゲーム数（はまりゲーム数）が５００ゲーム以上継続していることである。また
、たとえば、遊技者にとって有利な事象が発生する特定条件は、短期間（本実施の形態で
は、直近の５００ゲーム内）で有利状態への制御が４回以上発生していることである。
【００２４】
　サブ制御部９１は、特定条件が成立していないときには、スピーカ５３から遊技者によ
って設定された設定音量で特定音を出力させる一方で、特定条件が成立しているときには
、周囲で聞こえにくくなるように特定音を出力する。具体的には、特定条件が成立してい
るときには、遊技者によって設定された設定音量に関わらず、スピーカ５３から所定音量
で特定音が出力される。
【００２５】
　特定音とは、遊技者に有利となるか否かを報知する演出に関連する音である。たとえば
、特定音として、有利状態に制御されたことを報知するファンファーレがある。
【００２６】
　所定音量とは、特定音を出力する際に、周囲で聞こえにくくなるように予め定められた
音量である。周囲で聞こえにくくなるように予め定められた音量とは、隣接する遊技機で
遊技する遊技者が聞こえにくいと感じる程度の音量（周囲に聞こえにくい音量）である。
【００２７】
　具体的には、設定音量として音量５～音量２が設定されている場合は、所定音量として
音量２が設定される。また、設定音量として音量１が設定されている場合は、所定音量と
して音量１が設定され、設定音量として音量０が設定されている場合は、所定音量として
音量０が設定される。このように、本実施の形態において、所定音量とは、遊技者によっ
て設定されている設定音量以下の音量である。
【００２８】
　また、通常音に関しては、特定条件が成立しているか否かに関わらず設定音量で出力さ
れる。通常音は、特定音とは異なる音である。たとえば、操作部７を操作したときに出力
される操作音、変動音、演出において出力されるＢＧＭ（Back Ground Music）などのフ
ァンファーレ以外の音である。なお、変動音とは、遊技機においては図柄の変動表示中に
出力される音であり、スロットマシンにおいてはリールが回転しているときに出力される
音である。
【００２９】
　以下、特定条件と音量との関係について、図２を用いて具体的に説明する。図２は、特
定条件と音量との関係を説明するためのタイミングチャートである。図２のタイミングチ
ャートにおいて、横軸はタイミングｔを示す。縦軸は、上から、発生事象、特定条件の成
立有無、有利状態制御時音量（たとえば、ファンファーレの音量）、通常音の音量（たと
えば、操作音や変動音、ＢＧＭ）を示す。
【００３０】
　図２（ａ）は、遊技者にとって不利な事象が発生することで特定条件が成立した場面に
ついて説明するものである。
【００３１】
　ｔ１において、有利状態への制御が決定し、有利状態へ制御されたとする。この場合、
未だはまりゲーム数が５００ゲームに到達する前に有利状態へ制御されたため、特定条件
は成立していない。有利状態に制御されたとき、有利状態に制御されたことを報知するフ
ァンファーレが出力されるが、特定条件が成立していないため、ファンファーレは遊技者
によって設定された設定音量（たとえば、音量４）で出力される。また、操作音や変動音
などの通常音も、設定音量で出力される。
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【００３２】
　ｔ２において、有利状態が終了する。その後、５００ゲームに亘って有利状態への制御
が決定されなかったとする（はまりゲーム数が５００ゲームに到達）。これにより、ｔ３
において、特定条件が成立する。
【００３３】
　特定条件成立後のｔ４において、有利状態へ制御されると、ファンファーレが出力され
るが、特定条件が成立しているため、ファンファーレは周囲で聞こえにくくなるように予
め定められた所定音量（たとえば、音量２）で出力される。その一方で、通常音は、遊技
者によって設定された設定音量で出力される。
【００３４】
　有利状態が終了したｔ５において、はまりゲーム数が０にリセットされるため、特定条
件は不成立状態となる。
【００３５】
　図２（ｂ）は、遊技者にとって有利な事象が発生することで特定条件が成立した場面に
ついて説明するものである。
【００３６】
　ｔ１において、有利状態への制御が決定し、有利状態へ制御されたとする。このとき、
短期間（直近の５００ゲーム内）で４回以上有利状態に制御されていないため、特定条件
は成立していない。有利状態に制御されたとき、ファンファーレは遊技者によって設定さ
れた設定音量（たとえば、音量４）で出力される。また、通常音も設定音量で出力される
。
【００３７】
　その後、ｔ３およびｔ５で連続して有利状態に制御され、さらに、ｔ７において４回目
の有利状態への制御が決定されたとする。このとき、短期間（直近の５００ゲーム内）で
４回以上の有利状態への決定が発生したため、特定条件が成立する。
【００３８】
　そして、特定条件成立後のｔ８において、有利状態へ制御されると、ファンファーレが
出力される。このとき、特定条件が成立しているため、ファンファーレは周囲で聞こえに
くくなるように予め定められた所定音量（たとえば、音量２）で出力される。その一方で
、通常音は、設定音量で出力される。
【００３９】
　なお、有利状態が終了したｔ９以降においても、特定条件が成立（直近の５００ゲーム
内で４回以上の有利状態へ制御）しているため、特定条件は成立状態となっている。特定
条件が不成立状態になるのは、その後、有利状態への制御が決定されないゲームが続き、
直近の５００ゲーム内で有利状態へ制御された回数が３回となったときである。
【００４０】
　以上のように、遊技者にとって不利または有利な事象が発生する特定条件が成立してい
るときには、有利状態に制御されたことを報知するファンファーレが、周囲で聞こえにく
くなるように予め定められた所定音量で出力されるようにすることで、音量によって周囲
に注目させないようにできる。その一方で、特定条件が成立していないときには、遊技者
によって設定された設定音量でファンファーレが出力されるようにすることで、遊技の興
趣を損なわないようにすることができる。
【００４１】
　［遊技履歴の初期化］
　サブ制御部９１は、初期化条件が成立すると、ＲＡＭの所定領域に記憶されている遊技
履歴を初期化する。初期化条件は、遊技を行っていた遊技者が遊技を終了したり、新たな
遊技者が遊技を開始したと想定されるときに成立する。
【００４２】
　たとえば、初期化条件は、携帯連動遊技モードにおけるパスワード入力画面においてパ
スワードを入力したこと、携帯連動遊技モードにおける２次元コード出力画面において２
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次元コードを出力したこと、デモ状態が所定期間継続したこと、日跨ぎの電断が発生した
ことである。
【００４３】
　日跨ぎの電断とは、遊技機１の電断が発生した後、翌日に電断から復旧した場合の電断
を言う。たとえば、翌日の営業開始のために遊技機１の電源を投入した場合の電断である
。このような場合においては、新たな遊技者が遊技を開始することが想定されるため、遊
技履歴は初期化される。
【００４４】
　また、携帯連動モードとは、遊技者の携帯端末を用いて、遊技者の選択によって自身の
過去の遊技履歴を反映させた遊技モードのことを言う。携帯連動モードにおいては、パス
ワード発行画面において遊技者のパスワードが発行される。発行されたパスワードおよび
パスワードに対応する遊技者の遊技履歴は、遊技機１とネットワーク接続されている管理
サーバにおいて管理される。
【００４５】
　遊技者は、パスワード入力画面において、十字キーを用いて予め発行されたパスワード
を入力し、設定スイッチ５６を操作することにより、以前の遊技履歴を引き継いで遊技を
行うことができる。パスワード入力画面においてパスワードを入力した場合は、新たな遊
技者が遊技を開始したと想定されるため、遊技履歴は初期化される。
【００４６】
　遊技を終える場合には、２次元コード出力画面において、設定スイッチ５６を操作して
、当該遊技者の遊技履歴が含まれる２次元コードを遊技機１から出力させることができる
。２次元コード出力画面において２次元コード出力した場合は、遊技者が遊技を終了した
ことが想定されるため、遊技履歴は初期化される。
【００４７】
　また、遊技を行っていない状態が一定期間継続すると、遊技機１はデモ画面を表示する
。さらに、デモ画面が表示された状態が所定期間継続すると、遊技者が遊技を終了したこ
とが想定されるため、遊技履歴は初期化される。
【００４８】
　以下、遊技履歴の初期化について、図３を用いて具体的に説明する。図３は、遊技履歴
の初期化を説明するためのタイミングチャートである。図３のタイミングチャートにおい
て、横軸はタイミングｔを示す。縦軸は、上から、遊技履歴の更新状態、電源の投入有無
、遊技履歴の初期化有無を示す。
【００４９】
　ｔ１以前において、遊技が行われ、遊技履歴が更新されているとする。ここで、ｔ１に
おいて、遊技店の営業終了に伴う遊技機１の電源遮断により、電断が発生したとする。
【００５０】
　翌日の営業開始に伴い、ｔ２において、遊技機１の電源が投入されたとする。日跨ぎの
電断であるため、初期化条件が成立し、遊技履歴が初期化される。ｔ２以降は、遊技者が
遊技を行うことで遊技履歴が更新される。
【００５１】
　ここで、遊技者が離席したとする。遊技を行っていない状態が一定期間継続することで
デモ画面が表示される。さらにデモ画面が表示された状態が所定期間継続したｔ３におい
て、初期化条件が成立し、遊技履歴が初期化される。
【００５２】
　その後、新たな遊技者が遊技を開始したとする。当該遊技者は、携帯連動遊技モードで
遊技を行うために、ｔ４において、パスワード入力画面にてパスワードを入力したとする
。これにより、初期化条件が成立し、遊技履歴が初期化される。ｔ４以降は、新たに遊技
履歴が更新される。
【００５３】
　その後、当該遊技者は、携帯連動遊技モードを終了させるため、ｔ５において、２次元
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コード出力画面において２次元コード出力をしたとする。これにより、初期化条件が成立
し、遊技履歴が初期化される。
【００５４】
　以上のように、遊技を行っていた遊技者が遊技を終了したり、新たな遊技者が遊技を開
始したと想定されるときに初期化条件が成立し、遊技履歴は初期化される。
【００５５】
　［チャンネルごとの出力音の種類と音量］
　また、本実施の形態では、音声出力回路９４は、複数の出力チャンネルを備え、出力チ
ャンネルごとに設定された音量の音を、スピーカ５３から出力させることが可能である。
このような構成を採用した上で、以下のような構成を採用してもよい。
【００５６】
　遊技を行う遊技機（たとえば、遊技機１）において、
　音を出力するための音出力手段（たとえば、スピーカ５３）と、
　遊技機の制御を行う制御手段（たとえば、サブ制御部９１）と、
　前記音出力手段から音を出力する制御を実行する音制御手段（たとえば、音声出力回路
９４）とをさらに備え、
　前記制御手段は、複数のチャンネル（たとえば、図４に示すチャンネル０～１５）の各
々において、前記音出力手段から出力する音を特定可能な音データと、前記音出力手段か
ら出力する音の音量を設定可能であり（たとえば、図４に示すチャンネル０～５の出力音
の音データと、チャンネル０～１５の音量を設定可能な部分）、
　前記音制御手段は、複数のチャンネルに設定された音データから特定される音を設定さ
れた音量に従って前記音出力手段から出力させ（たとえば、音声出力回路９４は、図４に
示すチャンネル０～５の出力音の音データから特定される音をスピーカ５３に出力させる
）、
　前記制御手段は、所定条件が成立（たとえば、ブラックアウト演出の実行、エラーの発
生）したときに前記音出力手段から出力する音の音量を低下させる音量低下制御を実行す
る音量低下制御手段（たとえば、図４に示す部分）を含み、
　前記音量低下制御手段は、音データが設定されているチャンネルに低下後の音量を設定
するとともに音データが設定されていないチャンネルにも低下後の音量を設定して前記音
量低下制御を実行する（たとえば、図４に示す部分）。
【００５７】
　この構成によれば、意図しない音量で音が出力されてしまい、演出効果を損ねてしまう
ことを防止することができる。
【００５８】
　音量低下制御手段は、音出力手段から出力する音の音量を０にする音量低下制御を実行
する（たとえば、図４に示す部分）。この構成によれば、音量が０になるので遊技者が音
を認識することをできなくすることができる。
【００５９】
　演出画像を表示する表示手段（たとえば、液晶表示器５１）を備え、
　所定条件は前記表示手段から特定画像（たとえば、ブラックアウト演出を実行するとき
に表示する画像）を表示するときに成立する（たとえば、図４に示す部分）。この構成に
よれば、特定画像の表示と連動して音量を低下させることができるので演出効果を高める
ことができる。
【００６０】
　所定条件は音出力手段から特定音（たとえば、エラー音）を出力するときに成立する（
たとえば、図４に示す部分）。この構成によれば、遊技者が特定音を聞こえやすくなるよ
うに音量低下制御を実行することができる。
【００６１】
　音制御手段は、停止条件が成立したときに前記音出力手段からの音の出力を停止させる
音出力停止制御を実行する音出力停止制御手段を含み、
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　前記音出力停止制御手段は、音データが設定されているチャンネルについて音の出力を
停止させるとともに音データが設定されていないチャンネルについても音の出力を停止さ
せる前記音出力停止制御を実行する。この構成によれば、意図しない音が出力されて演出
効果を損ねてしまうことを防止することができる。
【００６２】
　音出力手段は、特別条件が成立したときに特別音を出力し、
　音制御手段は、特定チャンネルに設定された音データにもとづいて前記音出力手段から
音を出力する制御を実行し、
　音量低下制御手段は、特定チャンネル以外のチャンネルについて音量低下制御を実行す
る。この構成によれば、特別音が出力されることが担保され、特定条件の成立を好適に報
知することができる。
【００６３】
　［音を出力させるためのコマンド］
　また、本実施の形態では、音声出力回路９４は、サブ制御部９１からのコマンドに基づ
き、スピーカ５３に音を出力させる制御を実行する。このような構成を採用した上で、以
下のような構成を採用してもよい。
【００６４】
　遊技を行う遊技機（たとえば、遊技機１）において、
　音を出力するための音出力手段（たとえば、スピーカ５３）と、
　遊技機の制御を行う制御手段（たとえば、サブ制御部９１）と、
　前記制御手段から送信された情報（たとえば、図５に示す第１コマンド（コマンド１～
６）および第２コマンド（コマンド７～１２））にもとづいて前記音出力手段から音を出
力する制御を実行する音制御手段（たとえば、音声出力回路９４）とをさらに備え、
　前記制御手段は、
　　複数種類の音（たとえば、演出音Ａ～Ｃ、通常音Ａ～Ｃ）のうちいずれの音を前記音
出力手段から出力するかと前記音出力手段から出力する音の音量（たとえば、音量５（最
大音量））とを示す第１情報（たとえば、図５に示す第１コマンド）と、前記音出力手段
から出力する音の音量（たとえば、音量０～５）のみを示す第２情報（たとえば、図５に
示す第２コマンド）とを前記音制御手段に送信可能であり、
　　前記音出力手段から特定音（たとえば、演出音Ａ～Ｃ、通常音Ａ～Ｃのいずれか）を
特定音量（たとえば、音量０～５のいずれか）で出力させるときに、前記特定音を出力す
ることと一の音量とを示す第１情報を前記音制御手段に送信した後に前記特定音量を示す
第２情報を前記音制御手段に送信する（たとえば、図５に示す第１コマンドが送信された
後に第２コマンドが送信される）。
【００６５】
　この構成によれば、用意するデータの量を少なくすることができる。
【００６６】
　一の音量は最大音量である（たとえば、図５に示す音量５（最大音量））。この構成に
よれば、特定音が確実に聞こえるように特定音の出力設定を行うことができる。
【００６７】
　特定音は第１特定音（たとえば、演出音Ａ～Ｃ、通常音Ａ～Ｃのいずれか）と第２特定
音（たとえば、演出音Ａ～Ｃ、通常音Ａ～Ｃのいずれかかつ第１特定音以外）とを含み、
　制御手段は、音出力手段から前記第１特定音を特定音量で出力させるときと、音出力手
段から前記第２特定音を特定音量で出力させるときとにおいて共通の第２情報を音制御手
段に送信する（たとえば、図５に示す第２コマンド（コマンド７～１２）を送信する部分
）。この構成によれば、用意するデータの量を少なくすることができる。
【００６８】
　音制御手段は、一の種類の音の出力を開始した後、音量変更条件が成立（たとえば、ブ
ラックアウト演出が実行されたこと）したときに音出力手段から出力する音の音量を変更
する音量変更制御を実行する音量変更制御手段を含み、
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　前記音量変更制御手段は、制御手段からの第２情報にもとづいて音量変更制御を実行す
る。この構成によれば、用意するデータの量を少なくすることができる。
【００６９】
　制御手段は、第１情報を送信してから第２情報を送信するまでの間に他の情報を送信す
ることなく、第１情報と第２情報とを連続的に送信する。この構成によれば、意図しない
情報が送信されることを防止することができる。
【００７０】
　第２情報は、設定可能な音量の種類よりも少ない特定数の種類の音量を特定音量として
示す（たとえば、図５に示すように、２５６段階に設定可能とすることができるが音量０
～５の６段階の音量で構成されている部分）。この構成によれば、用意するデータの量を
少なくすることができる。
【００７１】
　［音声出力回路について］
　音声出力回路９４は、サブ制御部９１からのコマンドや、複数のチャンネルの各々に設
定された音の音声データおよび音量によりスピーカ５３から音を出力する制御を実行する
。
【００７２】
　具体的には、音声出力回路９４は、サブ制御部９１からのコマンドを受信したときに、
圧縮された出力音の音声データおよび音量をＲＯＭから読み出し、読み出した音声データ
および音量をデコード（復号化、伸張）する。音声出力回路９４は、音声の出力チャンネ
ル（換言すると、再生チャンネル）として１６チャンネル（チャンネル０～１５）を備え
、独立した１６種類の音声を同時出力可能である。そして、音声出力回路９４は、複数の
チャンネルでデコードされた音声データから特定される音を、設定された音量に従ってス
ピーカ５３から出力する。すなわち、サブ制御部９１は、複数のチャンネルの各々におい
て、音声出力回路９４に対するコマンドにより、出力音を特定可能な音データと、スピー
カ５３から出力する音の音量を設定可能である。
【００７３】
　スピーカ５３から出力される音の音量は、各チャンネルに音量を設定することにより調
節可能であるとともに、音声出力回路９４が備えるアッテネーターを制御することにより
調節可能である。各チャンネルには後述する６種類の音量のいずれかを設定可能である。
また、アッテネーターによる調節は最大音量から最小音量（すなわち、消音）に調節する
ことが可能である。アッテネーターはチャンネルごとに設けられている。なお、音量のデ
ータは８ビット（１バイト）であるため、２５６段階に設定可能とすることができるが、
本実施形態では６段階で設定可能になっている。これにより、音量を調節するためのデー
タを少なくすることができる。
【００７４】
　［チャンネルごとの出力音の種類と音量の具体例］
　図４は、チャンネルごとの出力音と音量との関係を説明するための図である。図４に示
すように、音声出力回路９４は、音の出力チャンネルとして１６チャンネル（チャンネル
０～１５）を備え、独立した１６種類の音を同時出力可能である。各チャンネルには、出
力する音ごとに音量を設定することが可能である。本実施形態では、音の音量は音量０（
消音）～音量５（最大音量）の６段階から設定可能である。
【００７５】
　図４（ａ）に示すように、チャンネル０～２は、演出音Ａ～Ｃを出力するチャンネルで
ある。また、チャンネル３～５は、通常音Ａ～Ｃを出力するチャンネルである。図４（ａ
）ではチャンネル０～５において音量が音量５に設定されている例を示している。チャン
ネル６～１５は使用されていないチャンネルである。チャンネル６～１５は、使用されて
いないチャンネルのため、チャンネル６～１５には、音量も設定されていない。
【００７６】
　図４（ｂ）に示すように、サブ制御部９１は、ブラックアウト演出を実行するときは、
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音量低下制御を実行し、各チャンネルの音量データを書き換えることにより各チャンネル
の音量を音量０（消音）に設定する。このとき、使用されているチャンネル０～５に限ら
ず、未使用のチャンネル６～１５の音量も音量０に設定する。ここで、ブラックアウト演
出は、液晶表示器５１において、演出画像、演出図柄や背景画像などを視認不可能とする
画像（特定画像）を表示する演出である。
【００７７】
　このように、ブラックアウト演出を実行するときに、使用されているチャンネル０～５
に限らず、未使用のチャンネル６～１５の音量０に設定するので、意図しない音量で音が
出力されて演出効果を損ねてしまうことを防止できる。また、音量低下制御を実行して音
量を音量０に設定するので、出力音の音量が確実に聞こえないようにすることができる。
また、ブラックアウト演出を実行するときに音量低下制御を実行するので、ブラックアウ
ト演出を実行するときの液晶表示器５１での特定画像の表示と連動して演出効果を高める
ことができる。
【００７８】
　［音を出力させるためのコマンドの具体例］
　図５は、サブ制御部が音声出力回路に送信するコマンドを説明するための図である。図
５では、音をスピーカ５３から出力させるために、サブ制御部９１から音声出力回路９４
に送信されるコマンドの種類を示している。コマンド１～６は複数種類の音のうちいずれ
を出力するかを示すデータと出力音の音量を示すデータとからなる。コマンド７～１２は
出力音の音量を示すデータのみからなる。以下、コマンド１～６を第１コマンド（第１情
報に相当）と称し、コマンド７～１２を第２コマンド（第２情報に相当）と称することが
ある。
【００７９】
　図５に示すように、コマンド１は、演出音Ａ（ファンファーレ）を音量５（最大音量）
によって出力させることを示すコマンドである。同様に、コマンド２は演出音Ｂを音量５
、コマンド３は演出音Ｃを音量５、コマンド４は通常音Ａを音量５、コマンド５は通常音
Ｂを音量５、コマンド６は通常音Ｃを音量５によって、それぞれ出力させることを示すコ
マンドである。コマンド７～１２は、それぞれ、音量５のみ～音量０のみを示すコマンド
である。
【００８０】
　サブ制御部９１は、まず、コマンド１～６のいずれか（すなわち、第１コマンド）を音
声出力回路９４に送信する。これにより、サブ制御部９１は、複数種類の音のうちスピー
カ５３から出力する特定の音（すなわち、特定音）と一の音量（音量５（最大音量））を
音声出力回路９４に指示する。次いで、サブ制御部９１は音声出力回路９４にコマンド７
～１２のいずれか（すなわち、第２コマンド）を送信する。これにより、スピーカ５３か
ら出力する音の音量を第２コマンドで示す特定音量に指示する。音声出力回路９４は、コ
マンド１～６のいずれかを受信したときに、指示された特定の音に対応するチャンネルに
音声データおよび音量をデコードする。また、音声出力回路９４は、コマンド７～１２の
いずれかを受信したときに、指示された特定の音に対応するチャンネルに音量をデコード
する。これにより、サブ制御部９１は、音声出力回路９４の複数のチャンネルの各々にお
いて、出力音を特定可能なデータと、スピーカ５３から出力する音の音量を設定可能であ
る。そして、音声出力回路９４は、受信したコマンドが示す特定の音に対応するチャンネ
ル（例えば、コマンド１を受信したときには、コマンド１が示す演出音Ａに対応するチャ
ンネル０）から一の音量（音量５（最大音量））によって特定の音を出力する。次いで、
コマンド７～１２のいずれかを受信したときに、受信したコマンドで示された特定音量（
音量０～５のいずれか）によって特定の音を出力する。このような一連の制御により、特
定の音が特定音量で出力される。なお、コマンド１～６のいずれかを受信して特定の音の
出力を開始してからコマンド７～１２のいずれかを受信して一の音量を特定音量に変更す
るまでの期間は音量が変更されたことを遊技者が認識できない程度の期間である。よって
、遊技者は、最初からコマンド１～６のいずれかで示された特定の音がコマンド７～１２
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のいずれかで示された特定音量で出力開始されたように聞こえる。
【００８１】
　ここで、図２（ａ）で示した例を用いて、具体的に説明する。図２（ａ）の例において
は、演出音Ａ（ファンファーレ）の設定音量として音量４が設定されている。また、所定
音量は音量２である。
【００８２】
　ｔ１において、演出音Ａを出力させる場合は、サブ制御部９１は、まず、演出音Ａに対
応するコマンド１（第１コマンド）を音声出力回路９４に送信する。これにより、サブ制
御部９１は、スピーカ５３から演出音Ａを出力することを音声出力回路９４に指示する。
【００８３】
　次いで、サブ制御部９１は、音声出力回路９４に設定音量である音量４に対応するコマ
ンド８（第２コマンド）を送信する。これにより、サブ制御部９１は、スピーカ５３から
音量４で出力することを指示する。その結果、音声出力回路９４は、スピーカ５３に演出
音Ａ（ファンファーレ）を音量４（設定音量）で出力させることになる。
【００８４】
　ｔ４において、演出音Ａを出力させる場合は、サブ制御部９１は、まず、演出音Ａに対
応するコマンド１（第１コマンド）を音声出力回路９４に送信する。次いで、サブ制御部
９１は音声出力回路９４に所定音量である音量２に対応するコマンド１０（第２コマンド
）を送信する。これにより、音声出力回路９４は、スピーカ５３に演出音Ａ（ファンファ
ーレ）を音量２（所定音量）で出力させることになる。
【００８５】
　このように、いずれの種類の音を出力するかと一の音量（音量５（最大音量））を示す
コマンド１～６（第１コマンド）を送信してから特定音量（音量０～５のいずれか）を示
すコマンド７～１２（第２コマンド）を送信することによって音を特定音量で出力するの
で、音ごとに６種類の特定音量のコマンドを用意しなくてもよくなり、音を出力するため
に用意するデータを少なくすることができる。
【００８６】
　また、第１コマンドは最大音量を示すので音が確実に聞こえるように音の出力設定を行
うことができる。また、演出音Ａ～Ｃ、通常音Ａ～Ｃを出力するときに共通の第２コマン
ドを用いて音量を設定するので、音を出力するために用意するデータを少なくすることが
できる。
【００８７】
　また、サブ制御部９１は、一の音（演出音Ａ～Ｃ、通常音Ａ～Ｃのいずれか）の出力を
開始した後に音量変更条件が成立したときに第２コマンドを送信することにより一の音の
音量を変更する制御を行うので、音を出力するために用意するデータを少なくすることが
できる。
【００８８】
　なお、サブ制御部９１は、一の契機（例えば、スタートスイッチの操作、遊技球の発射
、図柄の変動開始）にコマンド１～６のいずれかとコマンド７～１２のいずれかを連続的
に送信し、コマンド１～６のいずれかとコマンド７～１２のいずれかとの間で異なるコマ
ンドを送信しない。これにより音声出力回路９４に意図しない指示がなされることを防止
できる。
【００８９】
　また、前述したように、遊技機１では、音量の種類（段階）を２５６種類に設定可能で
あるが、本実施形態では６種類（段階）のうちから設定可能になっている。よって、第２
コマンドは、設定可能な２５６種類の音量よりも少ない６種類の音量を特定音量として示
す。これにより、音を出力するために用意するデータを少なくすることができる。
【００９０】
　［主な効果］
　本実施の形態においては、図２（ａ）のｔ１に示すように、有利状態への移行が決定さ
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れないゲームが５００ゲーム以上継続していないとき（特定条件が成立していないとき）
には、遊技者によって設定された設定音量（音量４）でファンファーレを出力し、図２（
ａ）のｔ４に示すように、有利状態への移行が決定されないゲームが５００ゲーム以上継
続しているとき（特定条件が成立しているとき）には、遊技者によって設定された設定音
量に関わらず、周囲で聞こえにくくなるように予め定められた所定音量（音量２）でファ
ンファーレを出力する。このように、特定条件が成立しているときは周囲で聞こえにくく
なるように予め定められた所定音量でファンファーレが出力されることで、音量によって
周囲に注目させない一方で、特定条件が成立していないときには遊技者によって設定され
た設定音量でファンファーレが出力されることで、遊技の興趣を損なわないようにするこ
とができる。
【００９１】
　また、図２（ａ）のｔ４に示すように、上記特定条件は、有利状態への移行が決定され
ないゲームが５００ゲーム以上継続するという遊技者にとって不利な事象が発生すること
である。このように、不利な事象が発生して特定条件が成立しているときには、音量によ
って周囲に注目させない一方で、特定条件が成立していないときには、遊技の興趣を損な
わないようにすることができる。
【００９２】
　また、図２（ｂ）のｔ７に示すように、上記特定条件は、短期間で有利状態への制御が
４回以上発生するという遊技者にとって有利な事象が発生することである。このように、
有利な事象が発生して特定条件が成立しているときには、音量によって周囲に注目させな
い一方で、特定条件が成立していないときには、遊技の興趣を損なわないようにすること
ができる。
【００９３】
　また、図３のｔ２，ｔ３，ｔ４，ｔ５に示すように、パスワード入力、２次元コード出
力、デモ状態が所定期間継続、日跨ぎの電断が発生したときに、遊技履歴が初期化される
。このように、遊技者が交代したと想定される場合には、あらためて特定条件を判定する
ための遊技履歴が再設定される。
【００９４】
　また、図２に示すように、特定条件が成立しているか否かに関わらず、設定スイッチ５
６および十字キー５７によって設定された設定音量で通常音を出力することで、遊技の興
趣を損なわないようにすることができる。
【００９５】
　［変形例］
　以上、本発明における主な実施の形態を説明してきたが、本発明は、上記の実施の形態
に限られず、種々の変形、応用が可能である。以下、本発明に適用可能な上記の実施の形
態の変形例について説明する。
【００９６】
　［遊技機について］
　上述した遊技機１は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示
部を複数備え、可変表示部を変動表示した後、可変表示部の変動表示を停止することで表
示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入
賞が発生可能なスロットマシンであってもよい。上述した遊技機１は、各々が識別可能な
複数種類の識別情報の変動表示の結果に応じて、遊技者にとって有利な大当り遊技状態に
制御可能なパチンコ遊技機であってもよい。
【００９７】
　［設定音量、所定音量について］
　本実施の形態では、調整操作手段により音量を調整する場合、６段階の音量のいずれか
に設定可能としたが、これに限らず、次のようにしてもよい。たとえば、音を出力させる
スピーカを複数備え、設定により音を出力させるスピーカの数を減少させることで、音量
を低下させるようなものであってもよい。また、調整操作手段により、音質を調整する場
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合は、たとえば、出力される音の高音（高周波）をカットするなど、特定の周波数領域の
音を調整するようなものであってもよい。
【００９８】
　本実施の形態において、設定音量として音量５～音量２が設定された場合は、所定音量
として音量２が設定され、音量１または音量２が設定された場合は、当該音量が所定音量
として出力されるようにしたが、所定音量は、設定可能な範囲における最小の音量に下げ
るものであってもよい。たとえば、音量５～音量０のいずれに設定された場合であっても
、所定音量として音量０に設定するものであってもよい。
【００９９】
　また、設定音量として音量５～音量２の範囲で設定が可能とし、特定条件成立時には、
設定可能な範囲の最小の音量（音量２）で出力させるようにしてもよい。また、設定音量
として音量５～音量２の範囲で設定が可能とし、特定条件成立時には、設定可能な範囲よ
り下の音量１で出力させるようにしてもよい。
【０１００】
　また、特定条件が成立した場合は、高音をカットするなどして音質を変えて、周囲で聞
こえにくくなるように特定音を出力させるようにしてもよく、出力するスピーカの数を減
らして、周囲で聞こえにくくなるように特定音を出力させるようにしてもよい。
【０１０１】
　［特定条件の成立について］
　本実施の形態において、図２で示したように、特定条件が成立すると、有利状態制御時
音量（ファンファーレの音量）を所定音量にして出力されるようにした。しかし、これに
限らず、有利状態中において、有利状態固有の演出音を全て所定音量にして出力されるよ
うにしてもよい。たとえば、有利状態の演出において出力されるＢＧＭの音量や有利状態
の演出において発せされるセリフの音量を所定音量にして出力されるようにしてもよい。
【０１０２】
　本実施の形態において、図２（ａ）で示したように、遊技者にとって不利な事象が発生
する特定条件を、はまりゲーム数が５００ゲーム以上継続したこととした。しかし、これ
に限らず、特定条件は、所定の演出の実行結果が不利な結果となり、当該結果が所定回数
（たとえば、４回）以上連続したことであってもよい。たとえば、パチンコ遊技機におい
て、特定条件は、大当り遊技状態へ制御される期待度が高いＳＰリーチ（スーパーリーチ
）が実行された結果、所定回数連続して大当り遊技状態に制御されなかったことである。
【０１０３】
　また、たとえば、スロットマシンにおいて、特定条件は、ＡＴ（アシストタイム）への
制御に関する有利度合いが通常よりも高くなるＣＺ（チャンスゾーン）に制御されたが、
ＡＴに制御されずＣＺが終了した結果が所定回数以上連続したことである。また、たとえ
ば、スロットマシンにおいて、特定条件は、ＡＴに制御される期待度が高い特定の演出（
たとえば、７を狙え演出）においてＡＴに制御されなかった結果が所定回数以上連続した
ことである。また、ＡＴゲーム数が上乗せされる期待度が高い演出においてＡＴゲーム数
が上乗せされなかった結果が所定回数以上連続したことである。また、ＡＴゲーム数が上
乗せされる確率が高くなる上乗せ特化ゾーンに制御される期待度が高い演出において上乗
せ特化ゾーンに制御されなかった結果が所定回数以上連続したことである。
【０１０４】
　また、特定条件は、特定条件は、不利な特典が所定回数以上連続して付与されたことで
あってもよい。たとえば、パチンコ遊技機において、有利な特典は出玉が多い１６Ｒ（ラ
ウンド）の大当り遊技状態への制御であるのに対して、不利な特典は出玉が少ない２Ｒの
大当り遊技状態への制御である。また、有利な特典は、大当り種別が「確変」である大当
り遊技状態への制御であるのに対して、不利な特典は大当り種別が「通常」である大当り
遊技状態への制御である。大当り種別が「確変」である場合は、大当り遊技状態の終了後
に、大当り確率が高くなる確率変動制御が行われる。また、スロットマシンにおいて、有
利な特典は出玉が多いＢＢ（ビッグボーナス）への制御であるのに対して、不利な特典は
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【０１０５】
　本実施の形態において、図２（ｂ）で示したように、遊技者にとって有利な事象が発生
する特定条件を、短期間（直近の５００ゲーム数内）で有利状態への制御が４回以上発生
したこととした。しかし、これに限らず、特定条件は、所定の演出の実行結果が有利な結
果となり、当該結果が所定回数（たとえば、４回）以上連続したことであってもよい。た
とえば、パチンコ遊技機において、特定条件は、ＳＰリーチが実行された結果、所定回数
連続して大当り遊技状態に制御されたことである。また、たとえば、スロットマシンにお
いて、特定条件は、ＣＺ中においてＡＴに制御される結果が所定回数連続したことや、７
を狙え演出においてＡＴに制御された結果（または、ＡＴゲーム数が上乗せされた結果や
、上乗せ特化ゾーン制御された結果）が所定回数以上連続したことである。
【０１０６】
　また、特定条件は、有利な特典が所定回数連続して付与されたことであってもよい。た
とえば、パチンコ遊技機において、有利な特典は１６Ｒの大当り遊技状態への制御であり
、大当り種別が「確変」である大当り遊技状態への制御であり、スロットマシンにおいて
、有利な特典はＢＢへの制御である。
【０１０７】
　本実施の形態において、遊技履歴として、実行された総ゲーム数、有利状態へ制御され
た回数、はまりゲーム数を例示したが、これに限らず、次のようなものであってもよい。
たとえば、特定の演出（７を狙え演出など）において不利な結果が連続した回数、特定の
演出において有利な結果が連像した回数、不利な特典が連続して付与された回数、有利な
特典が連続して付与された回数であってもよい。
【０１０８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０１０９】
　１　遊技機、７　操作部、４１　メイン制御部、９１　サブ制御部、５１　液晶表示器
、５３　スピーカ。
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